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７番 林﨑 竟次郎 議員の御質問にお答えします。 

 

まず初めに、「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」の

対象拡大についてでありますが、この給付金は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難

に直面した方々が支援を受けられるよう創設されたもの

であります。 

 

議員御案内のとおり、令和３年度に住民税非課税世帯

等に対して10万円を給付したところですが、令和４年度

は、新たに住民税が非課税となった世帯等へ、同様の給

付を行うものであります。 

 

議員御提言の、住民税均等割のみの課税世帯への、独

自支援金の給付につきましては、現時点においては、慎

重に検討する必要があるものと考えておりますので、御

理解を願います。 

 

次に、県の「いわて子育て世帯臨時特別支援金」への

上乗せ給付についてでありますが、議員御案内のとおり、

本事業は、町が独自の上乗せ給付をすることも可能な制

度とお聞きしているところであります。 

 

町といたしましても、長引くコロナ禍や、全般的な物

価高騰に直面している中、特にも子育て世帯の家計への
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影響が大きいものと認識しており、何らかの支援策が必

要と考えております。 

 

このような状況を踏まえ、県の支援金への上乗せ給付

について、現在検討を行っておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

 

次に、国民健康保険税均等割の半額免除についてであ

りますが、先の第３回臨時会で承認いただきました岩泉

町税条例の一部改正により、本年度から未就学児の均等

割額を減額措置したところであります。 

 

この改正は、国の法令に基づくものであり、減額分の

財源は国が２分の１、県、市町村がそれぞれ４分の１を

負担することとされております。 

 

議員御提言の町独自の免除につきましては、現在、財

政調整基金も枯渇している中、今後における国保財政の

安定的な運営などを踏まえますと、大変厳しい決断であ

るものと認識しております。 

 

また、本年４月に開催された衆議院厚生労働委員会の

質疑におきまして、「市町村が国の基準を超えて独自に一

律の軽減を条例で定めることについて、制度上好ましい

ものではない」との厚生労働大臣の発言があったところ
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でもあり、町独自の免除は、現時点では難しいものと考

えておりますので、御理解をお願いいたします。 

 

以上で答弁を終わります。 

 

なお、「給食費の無料化について」の御質問は、教育長

から答弁いたさせます。 

 

教育長答弁 

 

次に、給食費の無料化についてでありますが、物価高

騰による食材費や電気料金、燃料費等の値上がりで、学

校給食の運営にも影響が出始めており、この状況は今後

も続いていくものと想定しております。 

 

このような中、学校給食共同調理場では、給食費の値

上げにつながらないよう、児童生徒の摂取カロリーや栄

養バランスを保ちつつ、食材の厳選やまとめ買いなどに

加え、調理面でも工夫を重ねながら懸命に対応している

ところであります。 

 

議員御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症対応

の臨時交付金は、物価高騰に直面する保護者の負担軽減

の取組も対象とされているところであり、今後、町とし

て、子育て世帯への県支援金の上乗せ給付など検討する
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中で、子育て世帯の家計負担の増加につながらないよう、

総合的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。 

 

 以上で答弁を終わります。 

 

 


